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学校教育法施行令の一部改正について（通知）

　このたび、別添のとおり、「学校教育法施行令の一部を改正する政令」　（以下「改正令」

という。）が閣議決定され、平成25年8．月26日付けをもって政令第244号として公布さ

れました。その改正の趣旨及び内容等は下記のとおりですので、十分に御了知の上、適切

に対処くださるようお願いします。

　また、各都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対

して、各指定都市教育委員会におかれては所管の学校に対して、各都道府県知事及び構造

改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては所轄の学

校及び学校法人等に対して、各国立大学法人学長におかれては附属学校に対して、改正の

趣旨及び内容等について周知を図るとともに、必要な指導、助言又は援助をお願いします。

記

第1　改正の趣旨

　今回の学校教育法施行令の改正は、平成24年7月に公表された中央教育審議会初等中等

教育分科会報告「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別

支援教育の推進」　（以下「報告」という。）において、　「就学基準に該当する障害のある

子どもは特別支援学校に原則就学するという従来の就学先決定の仕組みを改め、障害の状

態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地から

の意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から就学先を決定する仕組みとする

ことが適当である。」との提言がなされたこと等を踏まえ、所要の改正を行うものである



こと。

　なお、報告においては、　「その際、市町村教育委員会が、本人・保護者に対し十分情報

提供をしつつ、本人・保護者の意見を最大限尊重し、本人・保護者と市町村教育委員会、

学校等が教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とし、最終的には

市町村教育委員会が決定することが適当である。」との指摘がなされており、この点は、

改正令における基本的な前提として位置付けられるものであること。

第2　改正の内容

　視覚障害者等（視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者（身体

虚弱者を含む。）で、その障害が、学校教育法施行令第22条の3の表に規定する程度のも

のをいう。以下同じ。）の就学に関する手続について、以下の規定の整備を行うこと。

1　就学先を決定する仕組みの改正（第5条及び第11条関係）

　市町村の教育委員会は、就学予定者のうち、認定特別支援学校就学者（視覚障害者等

のうち、当該市町村の教育委員会が、その者の障害の状態、その者の教育上必要な支援

の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して、その住所の存

する都道府県の設置する特別支援学校に就学させることが適当であると認める者をい

　う。以下同じ。）以外の者について、その保護者に対し、翌学年の初めから2月前まで

に、小学校又は中学校の入学期日を通知しなければならないとすること。

　　また、市町村の教育委員会は、就学予定者のうち認定特別支援学校就学者にっいて、

都道府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから3月前までに、その氏名及び特別支援

学校に就学させるべき旨を通知しなければならないとすること。

2　障害の状態等の変化を踏まえた転学（第6条の3及び第12条の2関係）

　特別支援学校・小中学校間の転学について、その者の障害の状態の変化のみならず、

　その者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情

　の変化によっても転学の検討を開始できるよう、規定の整備を行うこと。

3　視覚障害者等による区域外就学等（第9条、第10条、第17条及び第18条関係）

　視覚障害者等である児童生徒等をその住所の存する市町村の設置する小中学校以外の

小学校、中学校又は中等教育学校に就学させようとする場合等の規定を整備すること。

　　また、視覚障害者等である児童生徒等をその住所の存する都道府県の設置する特別支

援学校以外の特別支援学校に就学させようとする場合等の規定を整備すること。

4　保護者及び専門家からの意見聴取の機会の拡大（第18条の2関係）

　　市町村の教育委員会は、児童生徒等のうち視覚障害者等について、小学校、中学校又

　は特別支援学校への就学又は転学に係る通知をしようとするときは、その保護者及び教

　育学、医学、心理学その他の障害のある児童生徒等の就学に関する専門的知識を有する



者の意見を聴くものとすること。

5　施行期日（附則関係）

　　改正令は、平成25年9月1日から施行すること。

第3　留意事項

1　平成23年7月に改正された障害者基本法第16条においては、障害者の教育に関する

　以下の規定が置かれているところであり、障害のある児童生徒等の就学に関する手続に

　ついては、これらの規定を踏まえて対応すう必要があること。特に、改正後の学校教育

　法施行令第18条の2に基づく意見の聴取は、市町村の教育委員会において、当該視覚

　障害者等が認定特別支援学校就学者に当たるかどうかを判断する前に十分な時間的余

　裕をもって行うものとし、保護者の意見については、可能な限りその意向を尊重しなけ

　ればならないこと。

【参考：障害者基本法（抄）】

　（教育）

　　第16条　国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その

　　　特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害者であ

　　　る児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮し

　　　っっ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければな

　　　らない。

　　2　国及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、障害者である児童及び生徒

　　　並びにその保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可能な限りその意向

　　　を尊重しなければならない。

　　3　国及び地方公共団体は、障害者である児童及び生徒と障害者でない児童及び生徒

　　　との交流及び共同学習を積極的に進めることによつて、その相互理解を促進しな

　　　ければならない。

　　4　国及び地方公共団体は、障害者の教育に関し、調査及び研究並びに人材の確保及

　　　び資質の向上、適切な教材等の提供、学校施設の整備その他の環境の整備を促進

　　　しなければならない。

2　以上のほか、障害のある児童生徒等の就学に関する手続に関しては、報告において、

　「現在、多くの市町村教育委員会に設置されている「就学指導委員会」については、早

　期からの教育相談・支援や就学先決定時のみならず、その後の一貫した支援についても

　助言を行うという観点から、　「教育支援委員会」　（仮称）といった名称とすることが適

　当である。」との提言がなされており、この点についても留意する必要があること。
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学
校
教
育
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
要
綱

一

市
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
就
学
予
定
者
の
う
ち
、
認
定
特
別
支
援
学
校
就
学
者
（

視
覚
障
害
者
等
の
う
ち
、
当
該
市
町
村
の
教
育
委
員
会
が
、
そ
の
者
の
障
害
の
状
態
、
そ
の
者
の
教
育
上
必
要
な
支
援
の
内

容
、
地
域
に
お
け
る
教
育
の
体
制
の
整
備
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
そ
の
住
所
の
存
す
る
都
道
府
県
の
設
置
す

る
特
別
支
援
学
校
に
就
学
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
者
に
つ
い
て
、
そ
の

保
護
者
に
対
し
、
翌
学
年
の
初
め
か
ら
二
月
前
ま
で
に
、
小
学
校
又
は
中
学
校
の
入
学
期
日
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
関
係
）

二

視
覚
障
害
者
等
で
あ
る
児
童
生
徒
等
を
そ
の
住
所
の
存
す
る
市
町
村
の
設
置
す
る
小
学
校
又
は
中
学
校
以
外
の
小
学
校
、

中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
就
学
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
等
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。
（
第
九
条
及
び
第
十
条
関
係
）

三

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
就
学
予
定
者
の
う
ち
認
定
特
別
支
援
学
校
就
学
者
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
に

対
し
、
翌
学
年
の
初
め
か
ら
三
月
前
ま
で
に
、
そ
の
氏
名
及
び
特
別
支
援
学
校
に
就
学
さ
せ
る
べ
き
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
一
条
関
係
）

四

視
覚
障
害
者
等
で
あ
る
児
童
生
徒
等
を
そ
の
住
所
の
存
す
る
都
道
府
県
の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
以
外
の
特
別
支
援
学



校
に
就
学
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
等
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。

（
第
十
七
条
及
び
第
十
八
条
関
係
）

五

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
児
童
生
徒
等
の
う
ち
視
覚
障
害
者
等
に
つ
い
て
、
小
学
校
、
中
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
へ

の
就
学
又
は
転
学
に
係
る
通
知
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
保
護
者
及
び
教
育
学
、
医
学
、
心
理
学
そ
の
他
の
障
害
の
あ
る

児
童
生
徒
等
の
就
学
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
八
条
の
二
関
係
）

六

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
五
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
項
関
係
）

七

こ
の
政
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
関
係
）

八

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。
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政
令
第
二
百
四
十
四
号

学
校
教
育
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す

る
。学

校
教
育
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
で
次
に
掲
げ
る
」
を
「
の
う
ち
、
認
定
特
別
支
援
学
校
就
学
者
（
視
覚
障
害
者
、
聴
覚
障
害
者
、
知
的

障
害
者
、
肢
体
不
自
由
者
又
は
病
弱
者
（
身
体
虚
弱
者
を
含
む
。
）
で
、
そ
の
障
害
が
、
第
二
十
二
条
の
三
の
表
に
規
定
す
る

程
度
の
も
の
（
以
下
「
視
覚
障
害
者
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
当
該
市
町
村
の
教
育
委
員
会
が
、
そ
の
者
の
障
害
の
状
態
、

そ
の
者
の
教
育
上
必
要
な
支
援
の
内
容
、
地
域
に
お
け
る
教
育
の
体
制
の
整
備
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
そ
の
住

所
の
存
す
る
都
道
府
県
の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
に
就
学
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
以
外
の
」
に
改
め
、
各
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
六
条
の
三
、
第
六
条
の
四
」
を
「
第
六
条
の
三
第
一
項
」
に
、
「

、
第
八
条
、
第
十
一
条
の
二
、
第
十
二
条
第
三
項
及
び
第
十
二
条
の
二
」
を
「
及
び
第
八
条
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第

九
条
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
十
七
条
」
を
加
え
る
。
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第
六
条
第
一
号
中
「
視
覚
障
害
者
等
（
認
定
就
学
者
を
除
く
。
）
」
を
「
認
定
特
別
支
援
学
校
就
学
者
」
に
改
め
、
同
条
第

三
号
中
「
の
う
ち
認
定
就
学
者
の
認
定
を
し
た
も
の
」
を
「
（
同
条
第
三
項
の
通
知
に
係
る
学
齢
児
童
及
び
学
齢
生
徒
を
除
く

。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
十
条
」
の
下
に
「
又
は
第
十
八
条
」
を
、
「
学
齢
生
徒
」
の
下
に
「
（
認
定
特
別
支
援

学
校
就
学
者
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
五
号
及
び
第
六
号
中
「
認
定
就
学
者
の
認
定
を
し
た
も
の
」
を
「
、
認
定
特
別

支
援
学
校
就
学
者
の
認
定
を
し
た
者
以
外
の
者
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
三
第
一
項
中
「
状
態
」
の
下
に
「
、
そ
の
者
の
教
育
上
必
要
な
支
援
の
内
容
、
地
域
に
お
け
る
教
育
の
体
制
の
整

備
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
」
を
加
え
、
「
認
定
就
学
者
と
し
て
」
を
「
当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
住
所
の
存
す
る
市
町

村
の
設
置
す
る
」
に
改
め
、
「
も
の
」
の
下
に
「
（
視
覚
障
害
者
等
で
な
く
な
つ
た
者
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項

中
「
認
定
就
学
者
と
し
て
小
学
校
又
は
中
学
校
に
」
を
「
当
該
特
別
支
援
学
校
に
引
き
続
き
」
に
、
「
適
当
で
な
い
」
を
「
適

当
で
あ
る
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
四
中
「
認
定
就
学
者
と
し
て
」
を
削
り
、
「
又
は
中
学
校
」
を
「
、
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
及
び
第
十
条
中
「
の
う
ち
視
覚
障
害
者
等
以
外
の
者
」
を
削
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
視
覚
障
害
者
等
」
を
「
認
定
特
別
支
援
学
校
就
学
者
」
に
改
め
、
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
に
次
の
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一
項
を
加
え
る
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
の
届
出
の
あ
つ
た
者
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
十
一
条
の
二
中
「
認
定
就
学
者
と
し
て
」
を
削
り
、
「
学
齢
児
童
」
の
下
に
「
の
う
ち
視
覚
障
害
者
等
」
を
加
え
、
「
中

学
校
又
は
」
を
削
り
、
「
就
学
さ
せ
る
べ
き
」
の
下
に
「
者
と
し
て
認
定
特
別
支
援
学
校
就
学
者
の
認
定
を
し
た
」
を
加
え
る
。

第
十
一
条
の
三
中
「
視
覚
障
害
者
等
」
を
「
認
定
特
別
支
援
学
校
就
学
者
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

第
十
一
条
の
規
定
は
、
第
十
条
又
は
第
十
八
条
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
う
ち
認
定
特
別
支
援
学
校

就
学
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
一
条
第
一
項
中
「
翌
学
年
の
初
め
か
ら
三
月
前
ま
で
に
」
と
あ

る
の
は
、
「
速
や
か
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条
第
二
項
中
「
学
齢
生
徒
」
の
下
に
「
の
う
ち
認
定
特
別
支
援
学
校
就
学
者
の
認
定
を
し
た
者
」
を
加
え
、
「
同
条

」
を
「
同
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
同
項
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
に

つ
い
て
現
に
在
学
す
る
小
学
校
、
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
引
き
続
き
就
学
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
と

き
は
、
同
項
の
校
長
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
認
定
就
学
者
と
し
て
」
を
削
り
、
「
又
は
中
学
校
」
を
「
、
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
」
に

、
「
障
害
の
状
態
」
を
「
、
そ
の
障
害
の
状
態
、
そ
の
者
の
教
育
上
必
要
な
支
援
の
内
容
、
地
域
に
お
け
る
教
育
の
体
制
の
整

備
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
学
齢
生
徒
」
の
下
に
「
の
う
ち
認
定
特
別
支
援
学
校
就
学
者
の
認
定

を
し
た
者
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
同
項
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
に

つ
い
て
現
に
在
学
す
る
小
学
校
、
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
引
き
続
き
就
学
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
と

き
は
、
同
項
の
校
長
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
区
域
外
就
学
等
の
届
出
の
通
知
）

第
十
三
条
の
二

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
第
十
一
条
第
一
項
（
第
十
一
条
の
二
、
第
十
一
条
の
三
、
第
十
二
条
第
二
項
及

び
第
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
通
知
に
係
る
児
童
生
徒
等
に
つ
い
て
、
そ
の
通
知
の
後

に
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
の
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
に
対
し
、
そ
の
旨
を

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
十
四
条
第
一
項
中
「
、
第
十
八
条
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
及
び
学
齢
生
徒
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
第
十
七
条
の
届
出
の
あ
つ
た
」
を
「
前
条
の
通
知
を
受
け
た
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
中
「
、
そ
の
児
童
生
徒
等
」
を
「
そ
の
児
童
生
徒
等
」
に
改
め
、
「
を
経
由
し
て
、
そ
の
住
所
の
存
す
る
都
道
府

県
の
教
育
委
員
会
」
を
削
る
。

第
十
八
条
中
「
、
当
該
学
齢
児
童
」
を
「
当
該
学
齢
児
童
」
に
改
め
、
「
を
経
由
し
て
、
そ
の
住
所
の
存
す
る
都
道
府
県
の

教
育
委
員
会
」
を
削
る
。

第
十
八
条
の
二
中
「
翌
学
年
の
初
め
か
ら
認
定
就
学
者
と
し
て
小
学
校
に
就
学
さ
せ
る
べ
き
者
又
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学

部
に
就
学
さ
せ
る
べ
き
者
」
を
「
児
童
生
徒
等
の
う
ち
視
覚
障
害
者
等
」
に
、
「
第
六
条
第
一
号
」
を
「
第
六
条
（
第
二
号
を

除
く
。
）
」
に
、
「
第
十
一
条
の
三
」
を
「
第
十
一
条
の
二
、
第
十
一
条
の
三
、
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
十
二
条
の
二
第
二

項
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
五
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
さ
れ
た
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
前
の
学
校
教
育
法
施
行
令
（
以
下
「
旧
令
」
と
い
う
。
）
第
六
条

の
三
第
一
項
、
旧
令
第
十
一
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
令
第
十
一
条
第
一
項
、
旧
令
第
十
二
条
第
一
項
、
旧
令
第
十
二

条
の
二
第
一
項
又
は
旧
令
第
十
八
条
の
通
知
に
係
る
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
に
係
る
入
学
期
日
の
通
知
、
学
校
の
指
定
、

区
域
外
就
学
そ
の
他
の
就
学
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
旧
令
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
に
対
す
る
届
出
は
、
こ
の
政
令

に
よ
る
改
正
後
の
学
校
教
育
法
施
行
令
（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
新
令
第
五
条
第
三
項
の

規
定
並
び
に
新
令
第
十
一
条
の
三
、
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
令
第
十
一
条
第

三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
令
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
市
（
特
別
区
を
含
む
。
）
町
村
の
教
育
委
員
会

に
対
す
る
届
出
と
み
な
す
。
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理

由

障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
等
の
教
育
の
充
実
を
図
る
た
め
、
市
町
村
の
教
育
委
員
会
が
、
当
該
児
童
生
徒
等
に
つ
い
て
、
そ
の

者
の
障
害
の
状
態
、
そ
の
者
の
教
育
上
必
要
な
支
援
の
内
容
、
地
域
に
お
け
る
教
育
の
体
制
の
整
備
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を

勘
案
し
て
、
そ
の
就
学
す
る
学
校
を
通
知
す
る
手
続
を
定
め
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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○
学
校
教
育
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
二
節

小
学
校
、
中
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校

第
二
節

小
学
校
、
中
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校

（
入
学
期
日
等
の
通
知
、
学
校
の
指
定
）

（
入
学
期
日
等
の
通
知
、
学
校
の
指
定
）

第
五
条

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
就
学
予
定
者
（
法
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第

第
五
条

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
就
学
予
定
者
（
法
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
翌
学
年
の
初
め
か
ら
小
学
校
、
中
学
校
、
中
等
教
育
学
校

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
翌
学
年
の
初
め
か
ら
小
学
校
、
中
学
校
、
中
等
教
育
学
校

又
は
特
別
支
援
学
校
に
就
学
さ
せ
る
べ
き
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、

又
は
特
別
支
援
学
校
に
就
学
さ
せ
る
べ
き
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
次
に
掲

認
定
特
別
支
援
学
校
就
学
者
（
視
覚
障
害
者
、
聴
覚
障
害
者
、
知
的
障
害
者
、
肢

げ
る
者
に
つ
い
て
、
そ
の
保
護
者
に
対
し
、
翌
学
年
の
初
め
か
ら
二
月
前
ま
で
に

体
不
自
由
者
又
は
病
弱
者
（
身
体
虚
弱
者
を
含
む
。
）
で
、
そ
の
障
害
が
、
第
二

、
小
学
校
又
は
中
学
校
の
入
学
期
日
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
二
条
の
三
の
表
に
規
定
す
る
程
度
の
も
の
（
以
下
「
視
覚
障
害
者
等
」
と
い
う

。
）
の
う
ち
、
当
該
市
町
村
の
教
育
委
員
会
が
、
そ
の
者
の
障
害
の
状
態
、
そ
の

者
の
教
育
上
必
要
な
支
援
の
内
容
、
地
域
に
お
け
る
教
育
の
体
制
の
整
備
の
状
況

そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
そ
の
住
所
の
存
す
る
都
道
府
県
の
設
置
す
る
特
別

支
援
学
校
に
就
学
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
以
外
の
者
に
つ
い
て
、
そ
の
保
護
者
に
対
し
、
翌
学
年
の
初
め
か
ら
二
月
前

ま
で
に
、
小
学
校
又
は
中
学
校
の
入
学
期
日
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
削
る
。
）

一

就
学
予
定
者
の
う
ち
、
視
覚
障
害
者
、
聴
覚
障
害
者
、
知
的
障
害
者
、
肢
体

不
自
由
者
又
は
病
弱
者
（
身
体
虚
弱
者
を
含
む
。
）
で
、
そ
の
障
害
が
、
第
二

十
二
条
の
三
の
表
に
規
定
す
る
程
度
の
も
の
（
以
下
「
視
覚
障
害
者
等
」
と
い

う
。
）
以
外
の
者

（
削
る
。
）

二

視
覚
障
害
者
等
の
う
ち
、
市
町
村
の
教
育
委
員
会
が
、
そ
の
者
の
障
害
の
状

態
に
照
ら
し
て
、
当
該
市
町
村
の
設
置
す
る
小
学
校
又
は
中
学
校
に
お
い
て
適

切
な
教
育
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
者
（
以
下

「
認
定
就
学
者
」
と
い
う
。
）
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２

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
当
該
市
町
村
の
設
置
す
る
小
学
校
又
は
中
学
校
（

２

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
当
該
市
町
村
の
設
置
す
る
小
学
校
又
は
中
学
校
（

法
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
と
一
貫
し
た
教
育
を
施

法
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
と
一
貫
し
た
教
育
を
施

す
も
の
（
以
下
「
併
設
型
中
学
校
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
、
次
条

す
も
の
（
以
下
「
併
設
型
中
学
校
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
、
次
条

第
七
号
、
第
六
条
の
三
第
一
項
、
第
七
条
及
び
第
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
二

第
七
号
、
第
六
条
の
三
、
第
六
条
の
四
、
第
七
条
、
第
八
条
、
第
十
一
条
の
二
、

校
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
通
知
に
お
い
て
当
該
就
学
予
定
者
の
就

第
十
二
条
第
三
項
及
び
第
十
二
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
二
校
以
上
あ
る
場

学
す
べ
き
小
学
校
又
は
中
学
校
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
通
知
に
お
い
て
当
該
就
学
予
定
者
の
就
学
す
べ
き
小
学

校
又
は
中
学
校
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
の
届
出
の
あ
つ
た
就
学
予

３

前
二
項
の
規
定
は
、
第
九
条
第
一
項
の
届
出
の
あ
つ
た
就
学
予
定
者
に
つ
い
て

定
者
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

は
、
適
用
し
な
い
。

第
六
条

前
条
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

第
六
条

前
条
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
翌
学
年
の
初
め
か
ら
二
月
前
ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
、

い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
翌
学
年
の
初
め
か
ら
二
月
前
ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
、

「
速
や
か
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

「
速
や
か
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

一

就
学
予
定
者
で
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
通
知
の
期
限
の
翌
日
以
後
に
当
該

一

就
学
予
定
者
で
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
通
知
の
期
限
の
翌
日
以
後
に
当
該

市
町
村
の
教
育
委
員
会
が
作
成
し
た
学
齢
簿
に
新
た
に
記
載
さ
れ
た
も
の
又
は

市
町
村
の
教
育
委
員
会
が
作
成
し
た
学
齢
簿
に
新
た
に
記
載
さ
れ
た
も
の
又
は

学
齢
児
童
若
し
く
は
学
齢
生
徒
で
そ
の
住
所
地
の
変
更
に
よ
り
当
該
学
齢
簿
に

学
齢
児
童
若
し
く
は
学
齢
生
徒
で
そ
の
住
所
地
の
変
更
に
よ
り
当
該
学
齢
簿
に

新
た
に
記
載
さ
れ
た
も
の
（
認
定
特
別
支
援
学
校
就
学
者
及
び
当
該
市
町
村
の

新
た
に
記
載
さ
れ
た
も
の
（
視
覚
障
害
者
等
（
認
定
就
学
者
を
除
く
。
）
及
び

設
置
す
る
小
学
校
又
は
中
学
校
に
在
学
す
る
者
を
除
く
。
）

当
該
市
町
村
の
設
置
す
る
小
学
校
又
は
中
学
校
に
在
学
す
る
者
を
除
く
。
）

二

次
条
第
二
項
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒

二

次
条
第
二
項
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒

三

第
六
条
の
三
第
二
項
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
（
同
条
第

三

第
六
条
の
三
第
二
項
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
う
ち
認

三
項
の
通
知
に
係
る
学
齢
児
童
及
び
学
齢
生
徒
を
除
く
。
）

定
就
学
者
の
認
定
を
し
た
も
の

四

第
十
条
又
は
第
十
八
条
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
（
認
定

四

第
十
条
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒

特
別
支
援
学
校
就
学
者
を
除
く
。
）

五

第
十
二
条
第
一
項
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
う
ち
、
認

五

第
十
二
条
第
一
項
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
う
ち
認
定

定
特
別
支
援
学
校
就
学
者
の
認
定
を
し
た
者
以
外
の
者
（
同
条
第
三
項
の
通
知

就
学
者
の
認
定
を
し
た
も
の
（
同
条
第
三
項
の
通
知
に
係
る
学
齢
児
童
及
び
学

に
係
る
学
齢
児
童
及
び
学
齢
生
徒
を
除
く
。
）

齢
生
徒
を
除
く
。
）
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六

第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
う
ち

六

第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
う
ち

、
認
定
特
別
支
援
学
校
就
学
者
の
認
定
を
し
た
者
以
外
の
者
（
同
条
第
三
項
の

認
定
就
学
者
の
認
定
を
し
た
も
の
（
同
条
第
三
項
の
通
知
に
係
る
学
齢
児
童
及

通
知
に
係
る
学
齢
児
童
及
び
学
齢
生
徒
を
除
く
。
）

び
学
齢
生
徒
を
除
く
。
）

七

小
学
校
又
は
中
学
校
の
新
設
、
廃
止
等
に
よ
り
そ
の
就
学
さ
せ
る
べ
き
小
学

七

小
学
校
又
は
中
学
校
の
新
設
、
廃
止
等
に
よ
り
そ
の
就
学
さ
せ
る
べ
き
小
学

校
又
は
中
学
校
を
変
更
す
る
必
要
を
生
じ
た
児
童
生
徒
等

校
又
は
中
学
校
を
変
更
す
る
必
要
を
生
じ
た
児
童
生
徒
等

第
六
条
の
三

特
別
支
援
学
校
に
在
学
す
る
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
で
そ
の
障
害

第
六
条
の
三

特
別
支
援
学
校
に
在
学
す
る
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
で
そ
の
障
害

の
状
態
、
そ
の
者
の
教
育
上
必
要
な
支
援
の
内
容
、
地
域
に
お
け
る
教
育
の
体
制

の
状
態
の
変
化
に
よ
り
認
定
就
学
者
と
し
て
小
学
校
又
は
中
学
校
に
就
学
す
る
こ

の
整
備
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
の
変
化
に
よ
り
当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の

と
が
適
当
で
あ
る
と
思
料
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢

住
所
の
存
す
る
市
町
村
の
設
置
す
る
小
学
校
又
は
中
学
校
に
就
学
す
る
こ
と
が
適

生
徒
の
在
学
す
る
特
別
支
援
学
校
の
校
長
は
、
速
や
か
に
、
当
該
学
齢
児
童
又
は

当
で
あ
る
と
思
料
す
る
も
の
（
視
覚
障
害
者
等
で
な
く
な
つ
た
者
を
除
く
。
）
が

学
齢
生
徒
の
住
所
の
存
す
る
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知

あ
る
と
き
は
、
当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
在
学
す
る
特
別
支
援
学
校
の
校

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

長
は
、
速
や
か
に
、
当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
住
所
の
存
す
る
都
道
府
県

の
教
育
委
員
会
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生

２

（
同
上
）

徒
に
つ
い
て
、
当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
住
所
の
存
す
る
市
町
村
の
教
育

委
員
会
に
対
し
、
速
や
か
に
、
そ
の
氏
名
及
び
同
項
の
通
知
が
あ
つ
た
旨
を
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒

３

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒

に
つ
い
て
、
当
該
特
別
支
援
学
校
に
引
き
続
き
就
学
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る

に
つ
い
て
、
認
定
就
学
者
と
し
て
小
学
校
又
は
中
学
校
に
就
学
さ
せ
る
こ
と
が
適

と
認
め
た
と
き
は
、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
に
対
し
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を

当
で
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
に
対
し
、
速
や
か
に
、

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
第
一
項
の
校

４

（
同
上
）

長
に
対
し
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
の
四

学
齢
児
童
及
び
学
齢
生
徒
の
う
ち
視
覚
障
害
者
等
で
小
学
校
、
中
学

第
六
条
の
四

学
齢
児
童
及
び
学
齢
生
徒
の
う
ち
視
覚
障
害
者
等
で
認
定
就
学
者
と
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校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
在
学
す
る
も
の
の
う
ち
視
覚
障
害
者
等
で
な
く
な
つ
た

し
て
小
学
校
又
は
中
学
校
に
在
学
す
る
も
の
の
う
ち
視
覚
障
害
者
等
で
な
く
な
つ

も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
在
学
す
る
小
学
校
、
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の

た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
在
学
す
る
小
学
校
又
は
中
学
校
の
校
長
は
、
速
や

校
長
は
、
速
や
か
に
、
当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
住
所
の
存
す
る
市
町
村

か
に
、
当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
住
所
の
存
す
る
市
町
村
の
教
育
委
員
会

の
教
育
委
員
会
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
区
域
外
就
学
等
）

（
区
域
外
就
学
等
）

第
九
条

児
童
生
徒
等
を
そ
の
住
所
の
存
す
る
市
町
村
の
設
置
す
る
小
学
校
又
は
中

第
九
条

児
童
生
徒
等
の
う
ち
視
覚
障
害
者
等
以
外
の
者
を
そ
の
住
所
の
存
す
る
市

学
校
（
併
設
型
中
学
校
を
除
く
。
）
以
外
の
小
学
校
、
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学

町
村
の
設
置
す
る
小
学
校
又
は
中
学
校
（
併
設
型
中
学
校
を
除
く
。
）
以
外
の
小

校
に
就
学
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
保
護
者
は
、
就
学
さ
せ
よ
う
と
す

学
校
、
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
就
学
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の

る
小
学
校
、
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
が
市
町
村
又
は
都
道
府
県
の
設
置
す
る

保
護
者
は
、
就
学
さ
せ
よ
う
と
す
る
小
学
校
、
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
が
市

も
の
で
あ
る
と
き
は
当
該
市
町
村
又
は
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
の
、
そ
の
他
の

町
村
又
は
都
道
府
県
の
設
置
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
当
該
市
町
村
又
は
都
道
府

も
の
で
あ
る
と
き
は
当
該
小
学
校
、
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
お
け
る
就
学

県
の
教
育
委
員
会
の
、
そ
の
他
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
当
該
小
学
校
、
中
学
校
又

を
承
諾
す
る
権
限
を
有
す
る
者
の
承
諾
を
証
す
る
書
面
を
添
え
、
そ
の
旨
を
そ
の

は
中
等
教
育
学
校
に
お
け
る
就
学
を
承
諾
す
る
権
限
を
有
す
る
者
の
承
諾
を
証
す

児
童
生
徒
等
の
住
所
の
存
す
る
市
町
村
の
教
育
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

る
書
面
を
添
え
、
そ
の
旨
を
そ
の
児
童
生
徒
等
の
住
所
の
存
す
る
市
町
村
の
教
育

な
い
。

委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
承
諾
（
当
該
市
町
村
の
設
置
す
る
小
学
校

２

（
同
上
）

又
は
中
学
校
（
併
設
型
中
学
校
を
除
く
。
）
へ
の
就
学
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

を
与
え
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
児
童
生
徒
等
の
住
所
の
存
す
る

市
町
村
の
教
育
委
員
会
に
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
条

学
齢
児
童
及
び
学
齢
生
徒
で
そ
の
住
所
の
存
す
る
市
町
村
の
設
置
す
る
小

第
十
条

学
齢
児
童
及
び
学
齢
生
徒
の
う
ち
視
覚
障
害
者
等
以
外
の
者
で
そ
の
住
所

学
校
又
は
中
学
校
（
併
設
型
中
学
校
を
除
く
。
）
以
外
の
小
学
校
若
し
く
は
中
学

の
存
す
る
市
町
村
の
設
置
す
る
小
学
校
又
は
中
学
校
（
併
設
型
中
学
校
を
除
く
。

校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
在
学
す
る
も
の
が
、
小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中

）
以
外
の
小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
在
学
す
る
も
の
が
、

等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
の
全
課
程
を
修
了
す
る
前
に
退
学
し
た
と
き
は
、
当
該

小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
の
全
課
程
を
修
了
す

小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
校
長
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨

る
前
に
退
学
し
た
と
き
は
、
当
該
小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校

を
当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
住
所
の
存
す
る
市
町
村
の
教
育
委
員
会
に
通

の
校
長
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
住
所
の
存
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知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
市
町
村
の
教
育
委
員
会
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節

特
別
支
援
学
校

第
三
節

特
別
支
援
学
校

（
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
に
つ
い
て
の
通
知
）

（
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
に
つ
い
て
の
通
知
）

第
十
一
条

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
第
二
条
に
規
定
す
る
者
の
う
ち
認
定
特
別

第
十
一
条

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
第
二
条
に
規
定
す
る
者
の
う
ち
視
覚
障
害

支
援
学
校
就
学
者
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
に
対
し
、
翌
学
年
の
初

者
等
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
に
対
し
、
翌
学
年
の
初
め
か
ら
三
月

め
か
ら
三
月
前
ま
で
に
、
そ
の
氏
名
及
び
特
別
支
援
学
校
に
就
学
さ
せ
る
べ
き
旨

前
ま
で
に
、
そ
の
氏
名
及
び
特
別
支
援
学
校
に
就
学
さ
せ
る
べ
き
旨
を
通
知
し
な

を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
認
定
就
学
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
通
知
を
す
る
と
き
は
、
都
道
府
県
の
教
育

２

（
同
上
）

委
員
会
に
対
し
、
同
項
の
通
知
に
係
る
者
の
学
齢
簿
の
謄
本
（
第
一
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
つ
て
学
齢
簿
を
調
製
し
て
い
る
市
町
村
の
教
育

委
員
会
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
の
学
齢
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
た

書
類
）
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
の
届
出
の
あ
つ
た
者
に
つ

（
新
設
）

い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
十
一
条
の
二

前
条
の
規
定
は
、
小
学
校
に
在
学
す
る
学
齢
児
童
の
う
ち
視
覚
障

第
十
一
条
の
二

前
条
の
規
定
は
、
小
学
校
に
認
定
就
学
者
と
し
て
在
学
す
る
学
齢

害
者
等
で
翌
学
年
の
初
め
か
ら
特
別
支
援
学
校
の
中
学
部
に
就
学
さ
せ
る
べ
き
者

児
童
で
翌
学
年
の
初
め
か
ら
中
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
中
学
部
に
就
学
さ
せ

と
し
て
認
定
特
別
支
援
学
校
就
学
者
の
認
定
を
し
た
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

る
べ
き
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
一
条
の
三

第
十
一
条
の
規
定
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
省
令
で

第
十
一
条
の
三

第
十
一
条
の
規
定
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
省
令
で

定
め
る
日
の
翌
日
以
後
の
住
所
地
の
変
更
に
よ
り
当
該
市
町
村
の
教
育
委
員
会
が

定
め
る
日
の
翌
日
以
後
の
住
所
地
の
変
更
に
よ
り
当
該
市
町
村
の
教
育
委
員
会
が

作
成
し
た
学
齢
簿
に
新
た
に
記
載
さ
れ
た
児
童
生
徒
等
の
う
ち
認
定
特
別
支
援
学

作
成
し
た
学
齢
簿
に
新
た
に
記
載
さ
れ
た
児
童
生
徒
等
の
う
ち
視
覚
障
害
者
等
に

校
就
学
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
一
条
第
一
項
中
「

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
一
条
第
一
項
中
「
翌
学
年
の
初

翌
学
年
の
初
め
か
ら
三
月
前
ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
翌
学
年
の
初
め
か
ら
三

め
か
ら
三
月
前
ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
翌
学
年
の
初
め
か
ら
三
月
前
ま
で
に

月
前
ま
で
に
（
翌
学
年
の
初
日
か
ら
三
月
前
の
応
当
す
る
日
以
後
に
当
該
学
齢
簿

（
翌
学
年
の
初
日
か
ら
三
月
前
の
応
当
す
る
日
以
後
に
当
該
学
齢
簿
に
新
た
に
記
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に
新
た
に
記
載
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
速
や
か
に
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の

載
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
速
や
か
に
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

２

第
十
一
条
の
規
定
は
、
第
十
条
又
は
第
十
八
条
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又

（
新
設
）

は
学
齢
生
徒
の
う
ち
認
定
特
別
支
援
学
校
就
学
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
十
一
条
第
一
項
中
「
翌
学
年
の
初
め
か
ら
三
月
前
ま
で
に
」
と

あ
る
の
は
、
「
速
や
か
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条

小
学
校
、
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
在
学
す
る
学
齢
児
童
又
は
学

（
同
上
）

齢
生
徒
で
視
覚
障
害
者
等
に
な
つ
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
学
齢
児
童
又
は

学
齢
生
徒
の
在
学
す
る
小
学
校
、
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
校
長
は
、
速
や

か
に
、
当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
住
所
の
存
す
る
市
町
村
の
教
育
委
員
会

に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
十
一
条
の
規
定
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
う

２

第
十
一
条
の
規
定
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
に
つ

ち
認
定
特
別
支
援
学
校
就
学
者
の
認
定
を
し
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
翌
学
年
の
初
め
か
ら
三
月
前

合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
翌
学
年
の
初
め
か
ら
三
月
前
ま
で
に
」
と
あ
る

ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
速
や
か
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

の
は
、
「
速
や
か
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
同
項
の
通

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
前
項
に
お

知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
に
つ
い
て
現
に
在
学
す
る
小
学
校
、
中
学

い
て
準
用
す
る
第
十
一
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
認
定
就
学
者
と
し
て
小
学
校

校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
引
き
続
き
就
学
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た

又
は
中
学
校
に
就
学
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
現
に

と
き
は
、
同
項
の
校
長
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

在
学
す
る
小
学
校
又
は
中
学
校
に
引
き
続
き
就
学
さ
せ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
校

長
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
の
二

学
齢
児
童
及
び
学
齢
生
徒
の
う
ち
視
覚
障
害
者
等
で
小
学
校
、
中

第
十
二
条
の
二

学
齢
児
童
及
び
学
齢
生
徒
の
う
ち
視
覚
障
害
者
等
で
認
定
就
学
者

学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
在
学
す
る
も
の
の
う
ち
、
そ
の
障
害
の
状
態
、
そ
の

と
し
て
小
学
校
又
は
中
学
校
に
在
学
す
る
も
の
の
う
ち
障
害
の
状
態
の
変
化
に
よ

者
の
教
育
上
必
要
な
支
援
の
内
容
、
地
域
に
お
け
る
教
育
の
体
制
の
整
備
の
状
況

り
こ
れ
ら
の
小
学
校
又
は
中
学
校
に
就
学
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
な
く
な
つ
た
と

そ
の
他
の
事
情
の
変
化
に
よ
り
こ
れ
ら
の
小
学
校
、
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校

思
料
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
在
学
す
る
小
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に
就
学
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
な
く
な
つ
た
と
思
料
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、

学
校
又
は
中
学
校
の
校
長
は
、
当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
住
所
の
存
す
る

当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
在
学
す
る
小
学
校
、
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学

市
町
村
の
教
育
委
員
会
に
対
し
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

校
の
校
長
は
、
当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
住
所
の
存
す
る
市
町
村
の
教
育

な
い
。

委
員
会
に
対
し
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
十
一
条
の
規
定
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
う

２

第
十
一
条
の
規
定
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
に
つ

ち
認
定
特
別
支
援
学
校
就
学
者
の
認
定
を
し
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
翌
学
年
の
初
め
か
ら

合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
翌
学
年
の
初
め
か
ら
三
月
前
ま
で
に
」
と
あ
る

三
月
前
ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
速
や
か
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

の
は
、
「
速
や
か
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
同
項
の
通

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
前
項
に
お

知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
に
つ
い
て
現
に
在
学
す
る
小
学
校
、
中
学

い
て
準
用
す
る
第
十
一
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
認
定
就
学
者
と
し
て
小
学
校

校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
引
き
続
き
就
学
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た

又
は
中
学
校
に
就
学
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
現
に

と
き
は
、
同
項
の
校
長
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

在
学
す
る
小
学
校
又
は
中
学
校
に
引
き
続
き
就
学
さ
せ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
校

長
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
区
域
外
就
学
等
の
届
出
の
通
知
）

（
新
設
）

第
十
三
条
の
二

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
第
十
一
条
第
一
項
（
第
十
一
条
の
二

、
第
十
一
条
の
三
、
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
通
知
に
係
る
児
童
生
徒
等
に
つ
い
て
、
そ
の
通
知
の

後
に
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
の
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
都

道
府
県
の
教
育
委
員
会
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
別
支
援
学
校
の
入
学
期
日
等
の
通
知
、
学
校
の
指
定
）

（
特
別
支
援
学
校
の
入
学
期
日
等
の
通
知
、
学
校
の
指
定
）

第
十
四
条

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
第
十
一
条
第
一
項
（
第
十
一
条
の
二
、

第
十
四
条

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
第
十
一
条
第
一
項
（
第
十
一
条
の
二
、

第
十
一
条
の
三
、
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用

第
十
一
条
の
三
、
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
通
知
を
受
け
た
児
童
生
徒
等
及
び
特
別
支
援
学
校
の
新

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
通
知
を
受
け
た
児
童
生
徒
等
、
第
十
八
条
の
通
知
を
受

設
、
廃
止
等
に
よ
り
そ
の
就
学
さ
せ
る
べ
き
特
別
支
援
学
校
を
変
更
す
る
必
要
を

け
た
学
齢
児
童
及
び
学
齢
生
徒
並
び
に
特
別
支
援
学
校
の
新
設
、
廃
止
等
に
よ
り
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生
じ
た
児
童
生
徒
等
に
つ
い
て
、
そ
の
保
護
者
に
対
し
、
第
十
一
条
第
一
項
（
第

そ
の
就
学
さ
せ
る
べ
き
特
別
支
援
学
校
を
変
更
す
る
必
要
を
生
じ
た
児
童
生
徒
等

十
一
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
通
知
を
受
け
た
児
童
生
徒

に
つ
い
て
、
そ
の
保
護
者
に
対
し
、
第
十
一
条
第
一
項
（
第
十
一
条
の
二
に
お
い

等
に
あ
つ
て
は
翌
学
年
の
初
め
か
ら
二
月
前
ま
で
に
、
そ
の
他
の
児
童
生
徒
等
に

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
通
知
を
受
け
た
児
童
生
徒
等
に
あ
つ
て
は
翌
学

あ
つ
て
は
速
や
か
に
特
別
支
援
学
校
の
入
学
期
日
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

年
の
初
め
か
ら
二
月
前
ま
で
に
、
そ
の
他
の
児
童
生
徒
等
に
あ
つ
て
は
速
や
か
に

。

特
別
支
援
学
校
の
入
学
期
日
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
当
該
都
道
府
県
の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
が

２

（
同
上
）

二
校
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
通
知
に
お
い
て
当
該
児
童
生
徒
等
を

就
学
さ
せ
る
べ
き
特
別
支
援
学
校
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
前
条
の
通
知
を
受
け
た
児
童
生
徒
等
に
つ
い
て
は
、
適
用

３

前
二
項
の
規
定
は
、
第
十
七
条
の
届
出
の
あ
つ
た
児
童
生
徒
等
に
つ
い
て
は
、

し
な
い
。

適
用
し
な
い
。

（
区
域
外
就
学
等
）

（
区
域
外
就
学
等
）

第
十
七
条

児
童
生
徒
等
の
う
ち
視
覚
障
害
者
等
を
そ
の
住
所
の
存
す
る
都
道
府
県

第
十
七
条

児
童
生
徒
等
の
う
ち
視
覚
障
害
者
等
を
そ
の
住
所
の
存
す
る
都
道
府
県

の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
以
外
の
特
別
支
援
学
校
に
就
学
さ
せ
よ
う
と
す
る
場

の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
以
外
の
特
別
支
援
学
校
に
就
学
さ
せ
よ
う
と
す
る
場

合
に
は
、
そ
の
保
護
者
は
、
就
学
さ
せ
よ
う
と
す
る
特
別
支
援
学
校
が
他
の
都
道

合
に
は
、
そ
の
保
護
者
は
、
就
学
さ
せ
よ
う
と
す
る
特
別
支
援
学
校
が
他
の
都
道

府
県
の
設
置
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
当
該
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
の
、
そ
の

府
県
の
設
置
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
当
該
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
の
、
そ
の

他
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
当
該
特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
就
学
を
承
諾
す
る
権
限

他
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
当
該
特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
就
学
を
承
諾
す
る
権
限

を
有
す
る
者
の
就
学
を
承
諾
す
る
書
面
を
添
え
、
そ
の
旨
を
そ
の
児
童
生
徒
等
の

を
有
す
る
者
の
就
学
を
承
諾
す
る
書
面
を
添
え
、
そ
の
旨
を
、
そ
の
児
童
生
徒
等

住
所
の
存
す
る
市
町
村
の
教
育
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
住
所
の
存
す
る
市
町
村
の
教
育
委
員
会
を
経
由
し
て
、
そ
の
住
所
の
存
す
る
都

道
府
県
の
教
育
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条

学
齢
児
童
及
び
学
齢
生
徒
の
う
ち
視
覚
障
害
者
等
で
そ
の
住
所
の
存
す

第
十
八
条

学
齢
児
童
及
び
学
齢
生
徒
の
う
ち
視
覚
障
害
者
等
で
そ
の
住
所
の
存
す

る
都
道
府
県
の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
以
外
の
特
別
支
援
学
校
に
在
学
す
る
も

る
都
道
府
県
の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
以
外
の
特
別
支
援
学
校
に
在
学
す
る
も

の
が
、
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
又
は
中
学
部
の
全
課
程
を
修
了
す
る
前
に
退
学

の
が
、
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
又
は
中
学
部
の
全
課
程
を
修
了
す
る
前
に
退
学

し
た
と
き
は
、
当
該
特
別
支
援
学
校
の
校
長
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
当
該
学

し
た
と
き
は
、
当
該
特
別
支
援
学
校
の
校
長
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
、
当
該

齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
住
所
の
存
す
る
市
町
村
の
教
育
委
員
会
に
通
知
し
な
け

学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
住
所
の
存
す
る
市
町
村
の
教
育
委
員
会
を
経
由
し
て
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れ
ば
な
ら
な
い
。

、
そ
の
住
所
の
存
す
る
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

第
三
節
の
二

保
護
者
及
び
視
覚
障
害
者
等
の
就
学
に
関
す
る
専
門
的
知

第
三
節
の
二

保
護
者
及
び
視
覚
障
害
者
等
の
就
学
に
関
す
る
専
門
的
知

識
を
有
す
る
者
の
意
見
聴
取

識
を
有
す
る
者
の
意
見
聴
取

第
十
八
条
の
二

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
児
童
生
徒
等
の
う
ち
視
覚
障
害
者
等

第
十
八
条
の
二

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
翌
学
年
の
初
め
か
ら
認
定
就
学
者
と

に
つ
い
て
、
第
五
条
（
第
六
条
（
第
二
号
を
除
く
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

し
て
小
学
校
に
就
学
さ
せ
る
べ
き
者
又
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
に
就
学
さ
せ

を
含
む
。
）
又
は
第
十
一
条
第
一
項
（
第
十
一
条
の
二
、
第
十
一
条
の
三
、
第
十

る
べ
き
者
に
つ
い
て
、
第
五
条
（
第
六
条
第
一
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

二
条
第
二
項
及
び
第
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

む
。
）
又
は
第
十
一
条
第
一
項
（
第
十
一
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

の
通
知
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
保
護
者
及
び
教
育
学
、
医
学
、
心
理
学

む
。
）
の
通
知
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
保
護
者
及
び
教
育
学
、
医
学
、

そ
の
他
の
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
等
の
就
学
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者

心
理
学
そ
の
他
の
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
等
の
就
学
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
有

の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

す
る
者
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。
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学
校
教
育
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

参
照
条
文

○
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
（
抄
）

第
十
七
条

保
護
者
は
、
子
の
満
六
歳
に
達
し
た
日
の
翌
日
以
後
に
お
け
る
最
初
の
学
年
の
初
め
か
ら
、
満
十
二
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
学
年
の
終
わ
り
ま
で
、
こ
れ
を

小
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
に
就
学
さ
せ
る
義
務
を
負
う
。
た
だ
し
、
子
が
、
満
十
二
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
学
年
の
終
わ
り
ま
で
に
小
学
校
又
は
特
別
支

援
学
校
の
小
学
部
の
課
程
を
修
了
し
な
い
と
き
は
、
満
十
五
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
学
年
の
終
わ
り
（
そ
れ
ま
で
の
間
に
お
い
て
当
該
課
程
を
修
了
し
た
と
き
は
、
そ

の
修
了
し
た
日
の
属
す
る
学
年
の
終
わ
り
）
ま
で
と
す
る
。

②

保
護
者
は
、
子
が
小
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
の
課
程
を
修
了
し
た
日
の
翌
日
以
後
に
お
け
る
最
初
の
学
年
の
初
め
か
ら
、
満
十
五
歳
に
達
し
た
日
の
属
す

る
学
年
の
終
わ
り
ま
で
、
こ
れ
を
中
学
校
、
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
又
は
特
別
支
援
学
校
の
中
学
部
に
就
学
さ
せ
る
義
務
を
負
う
。

③

前
二
項
の
義
務
の
履
行
の
督
促
そ
の
他
こ
れ
ら
の
義
務
の
履
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

○
学
校
教
育
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
（
抄
）

第
一
節

学
齢
簿

（
学
齢
簿
の
編
製
）

第
一
条

市
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
学
齢
児
童
及
び
学
齢
生
徒
（
そ
れ
ぞ
れ
学
校
教
育
法

（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
に
規
定
す
る
学
齢
児
童
及
び
学
齢
生
徒
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
学
齢
簿
を
編
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
学
齢
簿
の
編
製
は
、
当
該
市
町
村
の
住
民
基
本
台
帳
に
基
づ
い
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。

３

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
の
学
齢
簿
を
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
も
つ
て
調
製
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
一
項
の
学
齢
簿
に
記
載
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
つ
て
調
製
す
る
学
齢
簿
に
あ
つ
て
は
、
記
録
。
以
下
同
じ
。
）
を
す
べ
き
事
項
は
、
文
部
科
学

省
令
で
定
め
る
。

第
二
条

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
毎
学
年
の
初
め
か
ら
五
月
前
ま
で
に
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
日
現
在
に
お
い
て
、
当
該
市
町
村
に
住
所
を
有
す
る
者
で
前
学
年
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の
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
の
間
に
満
六
歳
に
達
す
る
者
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
前
条
第
一
項
の
学
齢
簿
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、

同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
三
条

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
新
た
に
学
齢
簿
に
記
載
を
す
べ
き
事
項
を
生
じ
た
と
き
、
学
齢
簿
に
記
載
を
し
た
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
、
又
は
学
齢
簿
の
記

載
に
錯
誤
若
し
く
は
遺
漏
が
あ
る
と
き
は
、
必
要
な
加
除
訂
正
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
児
童
生
徒
等
の
住
所
変
更
に
関
す
る
届
出
の
通
知
）

第
四
条

第
二
条
に
規
定
す
る
者
、
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
（
以
下
「
児
童
生
徒
等
」
と
総
称
す
る
。
）
に
つ
い
て
、
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十

一
号
）
第
二
十
二
条
又
は
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
第
二
条
に
規
定
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
日
の
翌
日
以
後
の

住
所
地
の
変
更
に
係
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
限
る
。
）
が
あ
つ
た
と
き
は
、
市
町
村
長
（
特
別
区
に
あ
つ
て
は
区
長
と
し
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
そ
の
区
の
区
長
と
す
る
。
）
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
当
該
市
町
村
の
教
育
委
員
会
に
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節

小
学
校
、
中
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校

（
入
学
期
日
等
の
通
知
、
学
校
の
指
定
）

第
五
条

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
就
学
予
定
者
（
法
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
翌
学
年
の
初
め
か
ら
小
学
校
、
中
学
校
、
中
等
教
育
学
校
又
は

特
別
支
援
学
校
に
就
学
さ
せ
る
べ
き
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
、
そ
の
保
護
者
に
対
し
、
翌
学
年
の
初
め
か
ら
二
月
前
ま
で
に
、
小
学
校

又
は
中
学
校
の
入
学
期
日
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

就
学
予
定
者
の
う
ち
、
視
覚
障
害
者
、
聴
覚
障
害
者
、
知
的
障
害
者
、
肢
体
不
自
由
者
又
は
病
弱
者
（
身
体
虚
弱
者
を
含
む
。
）
で
、
そ
の
障
害
が
、
第
二
十
二
条

の
三
の
表
に
規
定
す
る
程
度
の
も
の
（
以
下
「
視
覚
障
害
者
等
」
と
い
う
。
）
以
外
の
者

二

視
覚
障
害
者
等
の
う
ち
、
市
町
村
の
教
育
委
員
会
が
、
そ
の
者
の
障
害
の
状
態
に
照
ら
し
て
、
当
該
市
町
村
の
設
置
す
る
小
学
校
又
は
中
学
校
に
お
い
て
適
切
な
教

育
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
者
（
以
下
「
認
定
就
学
者
」
と
い
う
。
）

２

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
当
該
市
町
村
の
設
置
す
る
小
学
校
又
は
中
学
校
（
法
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
と
一
貫
し
た
教
育
を
施
す
も

の
（
以
下
「
併
設
型
中
学
校
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
、
次
条
第
七
号
、
第
六
条
の
三
、
第
六
条
の
四
、
第
七
条
、
第
八
条
、
第
十
一
条
の
二
、
第
十
二
条

第
三
項
及
び
第
十
二
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
二
校
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
通
知
に
お
い
て
当
該
就
学
予
定
者
の
就
学
す
べ
き
小
学
校
又
は
中
学
校

を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
第
九
条
第
一
項
の
届
出
の
あ
つ
た
就
学
予
定
者
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
六
条

前
条
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
翌
学
年
の
初
め
か
ら
二
月
前
ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
速
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や
か
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

一

就
学
予
定
者
で
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
通
知
の
期
限
の
翌
日
以
後
に
当
該
市
町
村
の
教
育
委
員
会
が
作
成
し
た
学
齢
簿
に
新
た
に
記
載
さ
れ
た
も
の
又
は
学
齢
児

童
若
し
く
は
学
齢
生
徒
で
そ
の
住
所
地
の
変
更
に
よ
り
当
該
学
齢
簿
に
新
た
に
記
載
さ
れ
た
も
の
（
視
覚
障
害
者
等
（
認
定
就
学
者
を
除
く
。
）
及
び
当
該
市
町
村
の

設
置
す
る
小
学
校
又
は
中
学
校
に
在
学
す
る
者
を
除
く
。
）

二

次
条
第
二
項
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒

三

第
六
条
の
三
第
二
項
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
う
ち
認
定
就
学
者
の
認
定
を
し
た
も
の

四

第
十
条
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒

五

第
十
二
条
第
一
項
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
う
ち
認
定
就
学
者
の
認
定
を
し
た
も
の
（
同
条
第
三
項
の
通
知
に
係
る
学
齢
児
童
及
び
学
齢
生
徒

を
除
く
。
）

六

第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
う
ち
認
定
就
学
者
の
認
定
を
し
た
も
の
（
同
条
第
三
項
の
通
知
に
係
る
学
齢
児
童
及
び
学
齢

生
徒
を
除
く
。
）

七

小
学
校
又
は
中
学
校
の
新
設
、
廃
止
等
に
よ
り
そ
の
就
学
さ
せ
る
べ
き
小
学
校
又
は
中
学
校
を
変
更
す
る
必
要
を
生
じ
た
児
童
生
徒
等

第
六
条
の
二

特
別
支
援
学
校
に
在
学
す
る
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
で
視
覚
障
害
者
等
で
な
く
な
つ
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
在
学
す

る
特
別
支
援
学
校
の
校
長
は
、
速
や
か
に
、
当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
住
所
の
存
す
る
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
に
つ
い
て
、
当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
住
所
の
存
す
る
市
町
村
の
教
育
委
員

会
に
対
し
、
速
や
か
に
、
そ
の
氏
名
及
び
視
覚
障
害
者
等
で
な
く
な
つ
た
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
の
三

特
別
支
援
学
校
に
在
学
す
る
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
で
そ
の
障
害
の
状
態
の
変
化
に
よ
り
認
定
就
学
者
と
し
て
小
学
校
又
は
中
学
校
に
就
学
す
る
こ
と
が

適
当
で
あ
る
と
思
料
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
在
学
す
る
特
別
支
援
学
校
の
校
長
は
、
速
や
か
に
、
当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒

の
住
所
の
存
す
る
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
に
つ
い
て
、
当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
住
所
の
存
す
る
市
町
村
の
教
育
委
員

会
に
対
し
、
速
や
か
に
、
そ
の
氏
名
及
び
同
項
の
通
知
が
あ
つ
た
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
に
つ
い
て
、
認
定
就
学
者
と
し
て
小
学
校
又
は
中
学
校
に
就
学
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で

な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
に
対
し
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
第
一
項
の
校
長
に
対
し
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
六
条
の
四

学
齢
児
童
及
び
学
齢
生
徒
の
う
ち
視
覚
障
害
者
等
で
認
定
就
学
者
と
し
て
小
学
校
又
は
中
学
校
に
在
学
す
る
も
の
の
う
ち
視
覚
障
害
者
等
で
な
く
な
つ
た
も

の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
在
学
す
る
小
学
校
又
は
中
学
校
の
校
長
は
、
速
や
か
に
、
当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
住
所
の
存
す
る
市
町
村
の
教
育
委
員
会
に
対
し
、

そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
第
五
条
第
一
項
（
第
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
通
知
と
同
時
に
、
当
該
児
童
生
徒
等
を
就
学
さ
せ
る
べ
き
小
学

校
又
は
中
学
校
の
校
長
に
対
し
、
当
該
児
童
生
徒
等
の
氏
名
及
び
入
学
期
日
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
第
五
条
第
二
項
（
第
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
保
護
者
の
申
立
に

よ
り
、
そ
の
指
定
し
た
小
学
校
又
は
中
学
校
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
す
み
や
か
に
、
そ
の
保
護
者
及
び
前
条
の
通
知
を
し
た
小
学
校
又

は
中
学
校
の
校
長
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
新
た
に
指
定
し
た
小
学
校
又
は
中
学
校
の
校
長
に
対
し
、
同
条
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
区
域
外
就
学
等
）

第
九
条

児
童
生
徒
等
の
う
ち
視
覚
障
害
者
等
以
外
の
者
を
そ
の
住
所
の
存
す
る
市
町
村
の
設
置
す
る
小
学
校
又
は
中
学
校
（
併
設
型
中
学
校
を
除
く
。
）
以
外
の
小
学
校
、

中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
就
学
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
保
護
者
は
、
就
学
さ
せ
よ
う
と
す
る
小
学
校
、
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
が
市
町
村
又
は
都

道
府
県
の
設
置
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
当
該
市
町
村
又
は
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
の
、
そ
の
他
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
当
該
小
学
校
、
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校

に
お
け
る
就
学
を
承
諾
す
る
権
限
を
有
す
る
者
の
承
諾
を
証
す
る
書
面
を
添
え
、
そ
の
旨
を
そ
の
児
童
生
徒
等
の
住
所
の
存
す
る
市
町
村
の
教
育
委
員
会
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
承
諾
（
当
該
市
町
村
の
設
置
す
る
小
学
校
又
は
中
学
校
（
併
設
型
中
学
校
を
除
く
。
）
へ
の
就
学
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
与

え
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
児
童
生
徒
等
の
住
所
の
存
す
る
市
町
村
の
教
育
委
員
会
に
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
条

学
齢
児
童
及
び
学
齢
生
徒
の
う
ち
視
覚
障
害
者
等
以
外
の
者
で
そ
の
住
所
の
存
す
る
市
町
村
の
設
置
す
る
小
学
校
又
は
中
学
校
（
併
設
型
中
学
校
を
除
く
。
）
以

外
の
小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
在
学
す
る
も
の
が
、
小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
の
全
課
程
を
修
了
す
る
前
に
退

学
し
た
と
き
は
、
当
該
小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
校
長
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
住
所
の
存
す
る
市
町
村
の

教
育
委
員
会
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節

特
別
支
援
学
校

（
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
に
つ
い
て
の
通
知
）

第
十
一
条

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
第
二
条
に
規
定
す
る
者
の
う
ち
視
覚
障
害
者
等
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
に
対
し
、
翌
学
年
の
初
め
か
ら
三
月
前
ま

で
に
、
そ
の
氏
名
及
び
特
別
支
援
学
校
に
就
学
さ
せ
る
べ
き
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
認
定
就
学
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
通
知
を
す
る
と
き
は
、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
に
対
し
、
同
項
の
通
知
に
係
る
者
の
学
齢
簿
の
謄
本
（
第
一
条
第
三
項
の
規
定
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に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
つ
て
学
齢
簿
を
調
製
し
て
い
る
市
町
村
の
教
育
委
員
会
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
の
学
齢
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
）
を

送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
の
二

前
条
の
規
定
は
、
小
学
校
に
認
定
就
学
者
と
し
て
在
学
す
る
学
齢
児
童
で
翌
学
年
の
初
め
か
ら
中
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
中
学
部
に
就
学
さ
せ
る
べ

き
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
一
条
の
三

第
十
一
条
の
規
定
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
日
の
翌
日
以
後
の
住
所
地
の
変
更
に
よ
り
当
該
市
町
村
の
教
育
委
員
会
が
作
成

し
た
学
齢
簿
に
新
た
に
記
載
さ
れ
た
児
童
生
徒
等
の
う
ち
視
覚
障
害
者
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
一
条
第
一
項
中
「
翌
学
年
の
初
め
か
ら
三

月
前
ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
翌
学
年
の
初
め
か
ら
三
月
前
ま
で
に
（
翌
学
年
の
初
日
か
ら
三
月
前
の
応
当
す
る
日
以
後
に
当
該
学
齢
簿
に
新
た
に
記
載
さ
れ
た
場
合

に
あ
つ
て
は
、
速
や
か
に
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条

小
学
校
、
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
に
在
学
す
る
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
で
視
覚
障
害
者
等
に
な
つ
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢

生
徒
の
在
学
す
る
小
学
校
、
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
校
長
は
、
速
や
か
に
、
当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
住
所
の
存
す
る
市
町
村
の
教
育
委
員
会
に
対
し
、

そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
十
一
条
の
規
定
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
翌
学
年
の
初
め
か
ら
三
月
前
ま
で

に
」
と
あ
る
の
は
、
「
速
や
か
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
一
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
認
定
就
学
者
と
し
て
小
学
校
又
は

中
学
校
に
就
学
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
現
に
在
学
す
る
小
学
校
又
は
中
学
校
に
引
き
続
き
就
学
さ
せ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
校
長
に
対
し
、

そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
の
二

学
齢
児
童
及
び
学
齢
生
徒
の
う
ち
視
覚
障
害
者
等
で
認
定
就
学
者
と
し
て
小
学
校
又
は
中
学
校
に
在
学
す
る
も
の
の
う
ち
障
害
の
状
態
の
変
化
に
よ
り
こ

れ
ら
の
小
学
校
又
は
中
学
校
に
就
学
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
な
く
な
つ
た
と
思
料
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
在
学
す
る
小
学
校
又
は

中
学
校
の
校
長
は
、
当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
住
所
の
存
す
る
市
町
村
の
教
育
委
員
会
に
対
し
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
十
一
条
の
規
定
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
翌
学
年
の
初
め
か
ら
三
月

前
ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
速
や
か
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
一
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
認
定
就
学
者
と
し
て
小
学
校
又
は

中
学
校
に
就
学
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
現
に
在
学
す
る
小
学
校
又
は
中
学
校
に
引
き
続
き
就
学
さ
せ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
校
長
に
対
し
、

そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
学
齢
簿
の
加
除
訂
正
の
通
知
）
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第
十
三
条

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
第
十
一
条
第
一
項
（
第
十
一
条
の
二
、
第
十
一
条
の
三
、
第
十
二
条
第
二
項
及
び
前
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
通
知
に
係
る
児
童
生
徒
等
に
つ
い
て
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
加
除
訂
正
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
特
別
支
援
学
校
の
入
学
期
日
等
の
通
知
、
学
校
の
指
定
）

第
十
四
条

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
第
十
一
条
第
一
項
（
第
十
一
条
の
二
、
第
十
一
条
の
三
、
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
通
知
を
受
け
た
児
童
生
徒
等
、
第
十
八
条
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
及
び
学
齢
生
徒
並
び
に
特
別
支
援
学
校
の
新
設
、
廃
止
等
に
よ
り
そ
の
就
学

さ
せ
る
べ
き
特
別
支
援
学
校
を
変
更
す
る
必
要
を
生
じ
た
児
童
生
徒
等
に
つ
い
て
、
そ
の
保
護
者
に
対
し
、
第
十
一
条
第
一
項
（
第
十
一
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
通
知
を
受
け
た
児
童
生
徒
等
に
あ
つ
て
は
翌
学
年
の
初
め
か
ら
二
月
前
ま
で
に
、
そ
の
他
の
児
童
生
徒
等
に
あ
つ
て
は
速
や
か
に
特
別
支
援
学
校
の
入

学
期
日
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
当
該
都
道
府
県
の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
が
二
校
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
通
知
に
お
い
て
当
該
児
童
生
徒
等
を
就
学

さ
せ
る
べ
き
特
別
支
援
学
校
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
第
十
七
条
の
届
出
の
あ
つ
た
児
童
生
徒
等
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
十
五
条

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
通
知
と
同
時
に
、
当
該
児
童
生
徒
等
を
就
学
さ
せ
る
べ
き
特
別
支
援
学
校
の
校
長
及
び
当
該
児
童
生
徒
等
の
住

所
の
存
す
る
市
町
村
の
教
育
委
員
会
に
対
し
、
当
該
児
童
生
徒
等
の
氏
名
及
び
入
学
期
日
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
児
童
生
徒
等
を
就
学
さ
せ
る
べ
き
特
別
支
援
学
校
を
指
定
し
た
と
き
は
、
前
項
の
市
町
村
の
教
育
委

員
会
に
対
し
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
そ
の
指
定
し
た
特
別
支
援
学
校
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
は
、
第
十
四
条
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
保
護
者
の
申
立
に
よ
り
、
そ
の
指
定
し
た
特
別
支
援
学
校
を

変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
保
護
者
並
び
に
前
条
の
通
知
を
し
た
特
別
支
援
学
校
の
校
長
及
び
市
町
村
の
教
育
委
員
会
に
対

し
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
新
た
に
指
定
し
た
特
別
支
援
学
校
の
校
長
に
対
し
、
同
条
第
一
項
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
区
域
外
就
学
等
）

第
十
七
条

児
童
生
徒
等
の
う
ち
視
覚
障
害
者
等
を
そ
の
住
所
の
存
す
る
都
道
府
県
の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
以
外
の
特
別
支
援
学
校
に
就
学
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
に

は
、
そ
の
保
護
者
は
、
就
学
さ
せ
よ
う
と
す
る
特
別
支
援
学
校
が
他
の
都
道
府
県
の
設
置
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
当
該
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
の
、
そ
の
他
の
も
の

で
あ
る
と
き
は
当
該
特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
就
学
を
承
諾
す
る
権
限
を
有
す
る
者
の
就
学
を
承
諾
す
る
書
面
を
添
え
、
そ
の
旨
を
、
そ
の
児
童
生
徒
等
の
住
所
の
存
す

る
市
町
村
の
教
育
委
員
会
を
経
由
し
て
、
そ
の
住
所
の
存
す
る
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条

学
齢
児
童
及
び
学
齢
生
徒
の
う
ち
視
覚
障
害
者
等
で
そ
の
住
所
の
存
す
る
都
道
府
県
の
設
置
す
る
特
別
支
援
学
校
以
外
の
特
別
支
援
学
校
に
在
学
す
る
も
の
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が
、
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
又
は
中
学
部
の
全
課
程
を
修
了
す
る
前
に
退
学
し
た
と
き
は
、
当
該
特
別
支
援
学
校
の
校
長
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
、
当
該
学
齢
児

童
又
は
学
齢
生
徒
の
住
所
の
存
す
る
市
町
村
の
教
育
委
員
会
を
経
由
し
て
、
そ
の
住
所
の
存
す
る
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節
の
二

保
護
者
及
び
視
覚
障
害
者
等
の
就
学
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
の
意
見
聴
取

第
十
八
条
の
二

市
町
村
の
教
育
委
員
会
は
、
翌
学
年
の
初
め
か
ら
認
定
就
学
者
と
し
て
小
学
校
に
就
学
さ
せ
る
べ
き
者
又
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
に
就
学
さ
せ
る
べ

き
者
に
つ
い
て
、
第
五
条
（
第
六
条
第
一
号
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
一
条
第
一
項
（
第
十
一
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

通
知
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
保
護
者
及
び
教
育
学
、
医
学
、
心
理
学
そ
の
他
の
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
等
の
就
学
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
の
意
見

を
聴
く
も
の
と
す
る
。

第
二
章

視
覚
障
害
者
等
の
障
害
の
程
度

第
二
十
二
条
の
三

法
第
七
十
五
条
の
政
令
で
定
め
る
視
覚
障
害
者
、
聴
覚
障
害
者
、
知
的
障
害
者
、
肢
体
不
自
由
者
又
は
病
弱
者
の
障
害
の
程
度
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る

と
お
り
と
す
る
。

区

分

障

害

の

程

度

視
覚
障
害
者

両
眼
の
視
力
が
お
お
む
ね
〇
・
三
未
満
の
も
の
又
は
視
力
以
外
の
視
機
能
障
害
が
高
度
の
も
の
の
う
ち
、
拡
大
鏡
等
の
使
用
に
よ
つ
て
も
通
常
の

文
字
、
図
形
等
の
視
覚
に
よ
る
認
識
が
不
可
能
又
は
著
し
く
困
難
な
程
度
の
も
の

聴
覚
障
害
者

両
耳
の
聴
力
レ
ベ
ル
が
お
お
む
ね
六
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
の
も
の
の
う
ち
、
補
聴
器
等
の
使
用
に
よ
つ
て
も
通
常
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
不
可
能

又
は
著
し
く
困
難
な
程
度
の
も
の

知
的
障
害
者

一

知
的
発
達
の
遅
滞
が
あ
り
、
他
人
と
の
意
思
疎
通
が
困
難
で
日
常
生
活
を
営
む
の
に
頻
繁
に
援
助
を
必
要
と
す
る
程
度
の
も
の

二

知
的
発
達
の
遅
滞
の
程
度
が
前
号
に
掲
げ
る
程
度
に
達
し
な
い
も
の
の
う
ち
、
社
会
生
活
へ
の
適
応
が
著
し
く
困
難
な
も
の

肢
体
不
自
由

一

肢
体
不
自
由
の
状
態
が
補
装
具
の
使
用
に
よ
つ
て
も
歩
行
、
筆
記
等
日
常
生
活
に
お
け
る
基
本
的
な
動
作
が
不
可
能
又
は
困
難
な
程
度
の
も
の

者

二

肢
体
不
自
由
の
状
態
が
前
号
に
掲
げ
る
程
度
に
達
し
な
い
も
の
の
う
ち
、
常
時
の
医
学
的
観
察
指
導
を
必
要
と
す
る
程
度
の
も
の

病

弱

者

一

慢
性
の
呼
吸
器
疾
患
、
腎
臓
疾
患
及
び
神
経
疾
患
、
悪
性
新
生
物
そ
の
他
の
疾
患
の
状
態
が
継
続
し
て
医
療
又
は
生
活
規
制
を
必
要
と
す
る
程

度
の
も
の

二

身
体
虚
弱
の
状
態
が
継
続
し
て
生
活
規
制
を
必
要
と
す
る
程
度
の
も
の

備
考一

視
力
の
測
定
は
、
万
国
式
試
視
力
表
に
よ
る
も
の
と
し
、
屈
折
異
常
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
矯
正
視
力
に
よ
つ
て
測
定
す
る
。

二

聴
力
の
測
定
は
、
日
本
工
業
規
格
に
よ
る
オ
ー
ジ
オ
メ
ー
タ
に
よ
る
。




